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目

次

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

品
川
区
八
潮
五
丁
目
三
番
一
、
同
番
三
か

ら
同
番
六
ま
で
、
同
番
十
、
同
番
十
三
か

ら
同
番
十
六
ま
で
、
同
番
十
八
か
ら
同
番

三
十
ま
で
、
四
番
一
、
同
番
三
、
同
番
四
、

同
番
八
か
ら
同
番
二
十
八
ま
で
、
五
番
一
、

同
番
三
か
ら
同
番
五
ま
で
、
同
番
七
か
ら

同
番
二
十
ま
で
、
同
番
二
十
二
か
ら
同
番

二
十
六
ま
で
及
び
同
番
二
十
八
か
ら
同
番

七
十
二
ま
で

令
和
六
年
五
月
二

十
九
日

二　

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

告
　
　
　
示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）…	

一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	
一

○
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契

　

約
締
結
の
同
意
成
立
の
届
出
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
水
産
課
）…	

二

○
保
安
林
の
指
定
予
定
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…	

三

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
の
解
除
（
二
件
）
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）…	

三

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…（
同
）…	

四

告
　
　
　
示
（
選
）

○
個
人
、
政
党
及
び
政
党
等
演
説
会
場
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…	

六

告
　
　
　
示
（
公
）

○
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

六

○
教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

七

○
警
察
署
協
議
会
委
員
の
委
嘱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

八

公
　
　
　
告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…	

九

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
港
区
浜
松
町
二

丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合

物
並
び
に
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
起
人
か
ら
特
定
第
二
号
漁
業

者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
同
意

成
立
の
届
出
が
あ
り
、
当
該
同
意
は
法
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る

と
認
め
ら
れ
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
契
約
の
締
結
の

申
込
み
の
義
務
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
発
生
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

加
入
区
の

名
称

発
起
人
氏
名

住　
　
　

所

同
意
成
立

年
月
日

三
宅
島
加

入
区

三
宅
島
漁
業

協
同
組
合

三
宅
村
阿
古
六
百
八
十

番
地

令
和
六
年
四

月
十
八
日

関　

恒
美

同　
　
　

所
千
八
百
七

十
六
番
地

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
起
人
か
ら
特
定
第
二
号
漁
業

者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
同
意

成
立
の
届
出
が
あ
り
、
当
該
同
意
は
法
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る

と
認
め
ら
れ
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
契
約
の
締
結
の

格

格

格
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立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
大
島
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
五

百
五
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
港
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

申
込
み
の
義
務
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
発
生
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

加
入
区
の

名
称

発
起
人
氏
名

住　
　
　

所

同
意
成
立

年
月
日

に
い
じ
ま

加
入
区

小
澤　

久
万

新
島
村
本
村
四
丁
目
八

番
十
号

令
和
六
年
四

月
二
十
三
日

横
田　

哲

同　
　
　

所
三
丁
目
九

番
十
九
号

山
本　

功
二

同　

村
式
根
島
二
十
二

番
地
二

前
田　

亀
彦

同　
　
　
　

所
二
百
十

一
番
地
一

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予

定
で
あ
る
の
で
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
島
町
元
町
字
弐
千
坪
山
二
九
二
番
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
二
九
四
番
、
字
上
山
六
二
二
番
七
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

１　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

別　表 

１　土砂災害警戒区域

区域の番号
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種類

赤坂六丁目 103001-K029

元麻布一丁目 103001-K116

高輪一丁目 103001-K167

２　土砂災害特別警戒区域

区域の番号
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種類

区域の範囲
建築物の構造の規制に

必要な衝撃に関する事項

赤坂六丁目 103001-K029

元麻布一丁目 103001-K116

高輪一丁目 103001-K167

急傾斜地の崩壊 別図のとおり 別図のとおり港区

区域の所在地 区域の範囲

区域の所在地

港区 急傾斜地の崩壊 別図のとおり
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
港
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第

七
十
六
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
中
野
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

別　表 

１　土砂災害警戒区域

区域の番号
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種類

上高田四丁目 114001-K009

弥生町六丁目 114001-K021

２　土砂災害特別警戒区域

区域の番号
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種類

区域の範囲
建築物の構造の規制に

必要な衝撃に関する事項

上高田四丁目 114001-K009

弥生町六丁目 114001-K021
中野区 急傾斜地の崩壊 別図のとおり 別図のとおり

区域の所在地 区域の範囲

中野区 急傾斜地の崩壊 別図のとおり

区域の所在地
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
中
野
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

別　表 

１　土砂災害警戒区域

区域の番号
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種類

赤坂六丁目 103001-K029

元麻布一丁目 103001-K116

高輪一丁目 103001-K167

２　土砂災害特別警戒区域

区域の番号
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種類

区域の範囲
建築物の構造の規制に

必要な衝撃に関する事項

赤坂六丁目 103001-K029

高輪一丁目 103001-K167
港区 急傾斜地の崩壊 別図のとおり 別図のとおり

区域の所在地 区域の範囲

港区 急傾斜地の崩壊 別図のとおり

区域の所在地

別　表 

１　土砂災害警戒区域

区域の番号
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種類

上高田四丁目 114001-K009

弥生町六丁目 114001-K021

中央一丁目 114001-K023

２　土砂災害特別警戒区域

区域の番号
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種類

区域の範囲
建築物の構造の規制に

必要な衝撃に関する事項

中野区 弥生町六丁目 114001-K021 急傾斜地の崩壊 別図のとおり 別図のとおり

区域の所在地

区域の所在地 区域の範囲

中野区 急傾斜地の崩壊 別図のとおり
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告
　
　
　
示
（
公
）

告
　
　
　
示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
六
号

次
の
施
設
に
つ
い
て
、
個
人
演
説
会
等
を
開
催
で
き
る
施
設
と
し

て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

報告年月日 区市町村選挙管理委員会名 施設の名称 所在地

令和６年５月９日 昭島市選挙管理委員会 市民交流センター 昭島市玉川町四丁目９番22号

令和６年５月27日 葛飾区選挙管理委員会 葛飾区地域コミュニティ施設新小岩学び交流館 葛飾区西新小岩四丁目33番10号

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
212号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
基

づ
き
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
６
月
21日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

１
　
審
査
の
種
類

⑴
　
大
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑵
　
中
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑶
　
準
中
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑷
　
普
通
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑸
　
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑹
　
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑺
　
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑻
　
牽 け
ん引
免
許
技
能
検
定
員
審
査

２
　
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車
を
運
転

す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）
に
係

る
運
転
免
許
証
を
提
示
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
　
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
　

ア
		技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
		自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能
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９
　
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
２
号
の
技
能
検
定
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

10　
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話
　
03（
3581）

4321　
内
線
7251-5276

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
213号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
10条

第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
教
習
指
導
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
２
項
に

お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
６
年
６
月
21日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

１
　
審
査
の
種
類

⑴
　
大
型
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査
　

⑵
　
中
型
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査
	

⑶
　
準
中
型
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査
	

⑷
　
普
通
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑸
　
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑹
　
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑺
　
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑻
　
牽 け
ん引
免
許
教
習
指
導
員
審
査

２
　
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車
を
運
転

日
）
の
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
　
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
12番

５
号
）

⑷
　
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
　
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
６
年
６
月
24日

（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

イ
　
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
　
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
　
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
　
審
査
手
数
料

大
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査
、
中
型
自
動
車
免
許
技
能

検
定
員
審
査
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
23,400円

、
普
通
自
動
車
免
許
技
能

検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
19,500円

、
そ

の
他
の
種
類
の
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ

て
は
14,700円

。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警

視
庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年

東
京
都
条
例
第
99号

）
別
表

第
２
　
１
の
項
備
考
２
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
　
携
行
品
及
び
服
装

⑴
　
携
行
品

ア
　
運
転
免
許
証

イ
　
筆
記
用
具

ア
　
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

イ
　
赤
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

⑵
　
服
装

自
動
車
の
運
転
に
支
障
の
な
い
服
装

⑵
　
技
能
検
定
に
関
す
る
知
識

ア
　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
108条

の
28

第
４
項
に
規
定
す
る
教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

イ
　
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

ウ
　
技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

エ
　
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

４
　
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
17条

第
１
項
各
号
若
し
く
は
第
２
項
各
号
又
は
附
則
第

３
条
第
１
項
第
１
号
若
し
く
は
第
２
号
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該

当
す
る
者

５
　
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
　
日
時

令
和
６
年
７
月
22日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
26日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
間
の
う
ち
、
申
請
書
提
出
時
に
お
い
て
指
定
す
る

日
時

⑵
　
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
　
申
請
手
続

⑴
　
申
請
書
類

ア
　
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
　
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
　
受
付
日
時

令
和
６
年
７
月
４
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
５
日
（
金
曜
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第
２
　
１
の
項
備
考
３
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
　
携
行
品
及
び
服
装

⑴
　
携
行
品

ア
　
運
転
免
許
証

イ
　
筆
記
用
具
（
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

⑵
　
服
装

自
動
車
の
運
転
に
支
障
の
な
い
服
装

９
　
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
８
号
の
教
習
指
導
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

10　
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話
　
03（

3581）
4321　

内
線
7251-5276

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
214号

警
察
法
（
昭
和
29年

法
律
第
162号

）
第
53条

の
２
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
６
年
６
月
７
日
、
警
察
署
協
議
会
委
員
を
次
の
と

お
り
委
嘱
し
た
。

令
和
６
年
６
月
21日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

警
察
署
協
議
会
名

氏
　
名

警
視
庁
築
地
警
察
署
協
議
会

三
　
平
　
　
　
洵

警
視
庁
池
上
警
察
署
協
議
会

須
　
長
　
大
　
輔

警
視
庁
巣
鴨
警
察
署
協
議
会

於
　
保
　
輝
　
彦

警
視
庁
立
川
警
察
署
協
議
会

澤
　
田
　
康
太
郎

⑴
　
申
請
書
類

ア
　
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
　
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
　
受
付
日
時

令
和
６
年
７
月
４
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
５
日
（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
　
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
12番

５
号
）

⑷
　
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
　
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
６
年
６
月
24日

（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

イ
　
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
　
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
　
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
　
審
査
手
数
料

大
型
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査
、
中
型
自
動
車
免
許
教
習

指
導
員
審
査
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
14,550円

、
普
通
自
動
車
免
許
教
習

指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
11,850円

、
そ

の
他
の
種
類
の
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ

て
は
9,650円

。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警

視
庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年

東
京
都
条
例
第
99号

）
別
表

す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）
に
係

る
運
転
免
許
証
を
提
示
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
　
教
習
に
関
す
る
技
能

ア
　
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
　
技
能
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
の
教
習
を
い

う
。
）
に
必
要
な
教
習
の
技
能

ウ
　
学
科
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識
の
教
習
を
い

う
。
）
に
必
要
な
教
習
の
技
能

⑵
　
教
習
に
関
す
る
知
識

ア
　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
108条

の
28

第
４
項
に
規
定
す
る
教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ
の

他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

イ
　
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

ウ
　
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に
つ
い
て
の
知
識

４
　
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
17条

第
１
項
各
号
若
し
く
は
第
４
項
各
号
又
は
附
則
第

３
条
第
１
項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該

当
す
る
者

５
　
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
　
日
時

令
和
６
年
７
月
22日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
26日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
間
の
う
ち
、
申
請
書
提
出
時
に
お
い
て
指
定
す
る

日
時

⑵
　
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
　
申
請
手
続
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公
　
　
　
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名　
　

調
布
市
国
領
町
七
丁
目
六
十
九
番

三
、
七
十
一
番
五
及
び
同
番
四
十

二
か
ら
同
番
四
十
四
ま
で

調
布
市
国
領
町
七
丁
目
五
十
二

番
地
の
一

矢
ヶ
崎　

修

清
瀬
市
中
里
五
丁
目
百
五
番
十
の

一
部
、
同
番
十
地
先
、
百
八
番
二

の
一
部
、
百
九
番
一
及
び
同
番
三

か
ら
同
番
九
ま
で

国
分
寺
市
泉
町
三
丁
目
六
番
四

号株
式
会
社
富
晴

　

代
表
取
締
役　

富
田　

譲
治

武
蔵
野
市
西
久
保
一
丁
目
三
十

九
番
五
号

株
式
会
社
ハ
ウ
ジ
ン
グ
ニ
チ
エ

ー
　

代
表
取
締
役　

塚
田　

正
和
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


